
   鶴ヶ島市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 鶴ヶ島市立学校設置条例（昭和４０年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 

名称 位置 

鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折１８６８番地の５ 

鶴ヶ島市立藤中学校 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金２７２番地１ 

鶴ヶ島市立富士見中学校 埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目３６番１号 

鶴ヶ島市立南中学校 埼玉県鶴ヶ島市南町一丁目２７番１号 

 


